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ソーシャルワーク実習 

教育に含むべき事項 

（国通知） 

達成目標 

（評価ガイドライン） 

※各達成目標の具体例
は行動目標を参照 

福祉経営学部（通信教育） 

実習の達成目標 

当該実習施設における実習の実施方法及び展開 

学生に求める事前学習 

具体的実習内容 指導上の留意点 

SW実践の場の理解に 

関する内容 
SWr の理解に関する内容 SW実践の理解に関する内容 

SW実践の理解に関する
内容（発展的） 

活用する資料・ 
参照物 

① 

利用者やその関係者（家族・親

族、友人等）、施設・事業者・機

関・団体、住民やボランティア等

との基本的なコミュニケーショ

ンや円滑な人間関係の形成 

(1)クライエント等と人間

関係を形成するための基

本的なコミュニケーショ

ンをとることができる 

1．クライエント等と

人間関係を形成する

ための基本的なコミ

ュニケーションをと

ることができる 

・施設ホームページの閲

覧 

・障害特性（知的障害、発

達障害）について調べる 

 

①施設の成り立ちやどのよ

うな人たちを対象としてい

る施設なのか、説明を受け

る 

②施設が提供するサービス

について説明を受ける 

③利用者と日常会話をし、話

を聞く 

①職員が利用者と会話してい

る様子を観察する 

②職員が利用者とジェスチャ

ー等の非言語コミュニケーシ

ョンを用いて関わっている様

子を観察する 

①利用者や保護者、施設職員、関

係機関、ボランティア、地域住

民等に、自ら挨拶、自己紹介を

する 

②利用者との会話を展開するた

めに、自ら質問するなど、話題

を提供する 

③実習指導者に 1 日の出来事を

報告する 

①相手の話の意図をくみ取

り、気持ちを想像しながら

会話する 

②必要に応じて、時と場所に

考慮して、職員に相談をす

る 

・実習生も施設職員の

一員であることを伝

える 

・実習の初期段階は、

実習生の特性に応じ

て利用者とのかかわ

り場面を実習指導者

がサポートする 

・施設パンフレット 

・施設利用マニュアル 

② 

利用者やその関係者（家族・親

族、友人等）との援助関係の形

成 

(2)クライエント等との援助

関係を形成することができ

る 

2．クライエント等と

の援助関係を形成す

ることができる 

・傾聴の姿勢について調

べる 

・バイステックの 7原則を

確認する 

①生活場面面接と構造化面

接の特徴と施設での日常的

な職員と利用者との会話の

目的について説明を受ける 

①職員による利用者との面接

を観察する 

②職員が利用者と生活場面面

接や構造化面接を行っている

様子や利用者とかかわってい

る様子を観察して、マイクロ

カウンセリングの技法に基づ

く言動を実習記録に記す 

①かかわり技法（視線、表情等）

を用い、意図をもって利用者と

話をする 

②基本的傾聴技法（言い換え、閉

ざされた質問、開かれた質問等）

を用い、意図をもって利用者と

話をする 

③利用者の非言語の表出を観察

し、その意味を考える 

①実習生自身の対象者との

かかわりを、バイステックの

7 原則をもとに自己評価し、

自己理解を深める 

・実習生が職員の様子

を観察することで利

用者が不快な思いを

しないように配慮す

る 

・技法について実習生

の理解度を確認しな

がら指導をする 

・ケース記録 

③ 

利用者や地域の状況を理解

し、その生活上の課題（ニー

ズ）の把握、支援計画の作成と

実施及び評価 

(3)クライエント、グループ、

地域住民等のアセスメン

トを実施し、ニーズを明

確にすることができる 

3．クライエントや地

域の状況を理解して

その生活上の課題

（ニーズ）を把握し、

支援計画を作成・実

施し評価することが

できる 

・アセスメントからモニ

タリングまでのプロセス

を確認する 

・障害者総合支援法の概

要を確認する 

・サービス管理責任者の

役割、資格要件について

調べる 

①サービス管理責任者の役

割等について、事前学習の

内容を実習指導者に報告す

る 

②障害者総合支援法につい

て説明を受ける（サービス

管理責任者の役割、障害支

援区分とサービス、職員配

置等） 

①サービス管理責任者から個

別支援計画立案の留意点につ

いて説明を受ける 

②ケース記録等、過去の資料を

閲覧する 

③個別支援計画作成の担当者

会議に同席し、参加者の役割

を観察し、個別支援計画作成

のプロセスを踏まえ、施設指

定の会議録を作成する 

①利用者について、施設内での様

子や交友関係を職員から聞き取

る 

②利用者とアセスメント面接を

行う 

③収集した情報をもとにエコマ

ップ、ジェノグラムを作成する 

④公共交通機関や社会資源等を

把握するためにフィールドワー

クを行う 

⑤アセスメント結果から利用者

のニーズとストレングスを考

え、実習指導者に報告する 

⑥個別支援計画を作成して実習

指導者に報告する 

⑦個別支援計画を実施しモニタ

リングおよび評価を行う 

①対象者に合った面接方法

を探すために複数回アセス

メント面接を実施する 

②収集した情報をアセスメ

ントシートに基づいて整理

し、分析する 

③モニタリング内容を踏ま

え、個別支援計画を修正す

る 

・対象者の選定は実習

生と利用者の特性を

配慮した上で行う 

・対象者について多職

種へ聞き取りを行う

場合は、伝える内容

に配慮し、実習生が

自ら考えられるよう

にする 

(4)地域アセスメントを実

施し、地域の課題や問題

解決に向けた目標を設定

することができる 

(5)各種計画の様式を使用

して計画を作成・策定及

び実施することができる 

・ケース記録 

・フェイスシート 

・アセスメントシート 

・個別支援計画 

・モニタリング表 

・個別支援計画作成時

の会議録 

(6)各種計画の実施をモニ

タリングおよび評価する

ことができる 

④ 

利用者やその関係者（家族・親

族、友人等）への権利擁護活動

とその評価 

(7)クライエントおよび多

様な人々の権利擁護なら

びにエンパワメントを含

む実践を行い、評価する

ことができる 

4．クライエント等の

権利擁護ならびにエ

ンパワメントを含む

実践を行い、評価す

ることができる 

・障害者権利条約、障害者

虐待防止法、障害者差別

解消法の概要を調べる 

・合理的配慮、ノーマライ

ゼーション、アドボカシ

ーの意味を調べる 

①施設で取り組んでいる合

理的配慮と権利擁護の取り

組み事例の説明を受ける 

②虐待防止委員会の設置義

務や委員会の取り組みにつ

いて説明を受ける 

①職員の利用者とのかかわり

から権利擁護に基づく行動を

実習記録に記す 

②自己決定の支援プロセス（意

思決定支援、意思表出支援）に

ついて説明を受ける 

①利用者に合った合理的配慮を

考える 

②利用者と権利擁護を意識した

かかわりをする（言葉遣い等） 

③虐待防止委員会に参加し、その

時の課題について自分の意見を

述べる 

①実習生自身で考えた合理

的配慮の取り組みを実施す

る 

②利用者が自己決定する場

面について、より自己決定

がしやすくなるよう工夫し

て支援し、実習指導者と評

価を行う 

・職員と利用者の家族

の会話場面に実習生

が同席する同意を得

る 

・法人の虐待防止規定 

・施設の行動規範 

・個別支援計画 



⑤ 

多職種連携及びチームアプロ

ーチの実践的理解 

(8)実習施設・機関等の各

職種の機能と役割を説明

することができる 

5．多職種連携及びチ

ームアプローチを実

践的に理解し実習生

として適切な対応を

することができる 

・障害者総合支援法の概

要（障害支援区分、サー

ビスの支給決定、療育手

帳等）を調べる 

・関係機関（相談支援事業

所、移動支援事業所、グ

ループホーム、ショート

ステイ等）や関係職種（サ

ービス管理責任者、相談

支援専門員等）について

調べる 

①施設内の各職種について

説明を受ける（施設長、サー

ビス管理責任者、フロアチ

ーフ、栄養士、目標工賃達成

職員、作業補助職員等） 

②障害者総合支援法につい

ての事前学習の内容を報告

する 

③関係機関（嘱託医、相談支

援事業所、移動支援事業所

等）について、事前学習の内

容を実習指導者に報告し、

役割や連携について説明を

受ける 

④法人内のグループホーム

やショートステイの業務内

容の説明を受ける 

①実習指導者と他の職員が情

報共有している場面を観察す

る 

②各職員が担う役割について、

業務等を職員から聞き取り、

実習記録に記す 

③職員会議等に同席し、そこで

の実習指導者の役割を観察

し、実習記録に記す 

④関係機関や家族との電話連

絡場面に同席し、職員が何に

配慮して電話をしているのか

を観察し、実習記録に記す 

①チームの一員として、職員から

利用者支援について意見を求め

られたときに、自分の意見を伝

える 

②実習生自身で職場の情報共有

文書を作成する 

③支援者会議やフロア会議に参

加し、会議録を作成し、実習指

導者に報告する 

①実習指導者や他の職員へ

の報告方法やタイミングが

適切であったか、実習指導

者と検討する 

②実習生自身が施設内での

支援会議の必要性を感じた

内容について、実習指導者

と一緒に会議の企画を行う 

 

・関係機関（嘱託医、

相談支援事業所等）

に実習生が支援者会

議等に参加すること

の同意を得る (9)実習施設・機関等と関

係する社会資源の機能と

役割を説明することができる 

(10)地域住民、関係者、関

係機関等と連携・協働す

ることができる 

・施設職員役割分担表 

・各会議録 

(11)各種会議を企画・運営

することができる 

⑥ 

当該実習先が地域社会の中で

果たす役割の理解及び具体的

な地域社会への働きかけ 

(12)地域社会における実習

施設・機関等の役割を説

明することができる 

6．実習施設が地域社

会の中で果たす役割

を理解し、地域住民

等に働きかける方法

を実践することがで

きる 

・対象地域の地域特性、人

口動態、社会資源につい

て調べる 

①施設が町内会等から請け

負っている作業内容の説明

を受ける 

②地域ボランティアの受入

れの概況（人数、頻度、役割

等）について説明を受ける 

①町内会等から請け負ってい

る作業に同行し、職員が地域

住民とどのように関わってい

るかを観察する 

②地域ボランティアと利用者

のかかわりに介入する職員の

様子を観察し、職員の役割を

考え、実習記録に記す 

①委託作業などの打ち合わせ内

容について報告書を作成し、実

習指導者に報告する 

②地域ボランティアと会話をし

て、今後の課題を考察し、実習

記録に記す 

①地域ボランティア受け入

れに関する課題解決に向け

た取り組みを企画する 

・町内会等との打ち合

わせに実習生が同席

することの同意を得

る 

・地域ボランティアと

の会話では、必要に

応じて実習指導者も

同席する 

(13)地域住民や団体、施

設、機関等に働きかける

ことができる 

・請負作業の単価表な

ど 

・ボランティア受け入

れに関連する資料 

⑦ 

地域における分野横断的・業種

横断的な関係形成と社会資源

の活用・調整・開発に関する理

解 

(14)地域における分野横断

的・業種横断的な社会資

源について説明し、問題

解決への活用や新たな開

発を検討することができ

る 

7．地域における分野

横断的・業種横断的

な社会資源について

説明し、問題解決へ

の活用や新たな開発

を検討することがで

きる 

・法人ホームページ（施設

見学会案内等）の閲覧 

①他法人等との合同研修の

内容と実績の説明を受ける 

②職員が社会福祉士養成校

等の学校に出向き、後進育

成のために行っている活動

について説明を受ける 

①他法人等との合同研修に向

けた打ち合わせや、施設見学

に同席し、職員の様子を観察

し、職員の役割を考え、実習記

録に記す 

①合同研修に向けた打ち合わせ

および合同研修に参加する 

②施設職員と取引先との連携を

考察し、課題解決に向けた自分

の意見を実習指導者に報告する 

①施設で行う後進育成、施設

見学の企画を考え、実習指

導者と意見交換を行う 

・取引先等に実習生が

同席することの同意

を得る 

・合同研修で使用する

講義資料等 

・各企画書 

⑧ 

施設・事業者・機関・団体等の経

営やサービスの管理運営の実

際（チームマネジメントや人材

管理の理解を含む） 

(15)実習施設・機関等の経

営理念や戦略を分析に基

づいて説明することができる 

8．実習施設の経営や

管理運営の実際を理

解することができる 

・法人ホームページ（法人

理念・定款・財務諸表等）

の閲覧 

・障害者総合支援法の概

要を調べる 

①社会福祉法人の法的根拠

と役割について説明を受け

る 

②施設運営（財務、労務、人

材、施設管理等）について説

明を受ける 

③施設の危機管理（感染症対

策、事故対応、業務マニュア

ル、苦情解決等）について説

明を受ける 

①社会福祉法人に期待される

役割、そこでの社会福祉士の

役割をまとめ、実習記録に記

す 

②施設内の間接支援業務（職員

育成等）の中で、実習指導者が

担っている業務を抽出し、役

割や機能について実習記録に

記す 

①社会福祉法人として公益性、透

明性を意識した施設内の取り組

みを抽出して実習指導者に報告

する 

②施設で作成している職員の業

務マニュアルをもとに、施設内

の危機管理につながる取り組み

を自ら実践する 

①施設で作成している職員

業務マニュアルについて、

課題を抽出し、改善点等に

ついて管理者と意見交換す

る 

②事業所の特色、強み、課題

を評価し、管理者との意見

交換を行う 

・実習生の特性、実習

所属フロアに応じ

て、分かりやすい内

容から進める 

(16)実習施設・機関等の法

的根拠、財政、運営方法

等を説明することができ

る 

・法人だより 

・施設運営規定 

・業務マニュアル等 

・施設職員役割分担表 

⑨ 

社会福祉士としての職業倫理

と組織の一員としての役割と

責任の理解 

(17)実習施設・機関等にお

ける社会福祉士の倫理に基

づいた実践及びジレンマの

解決を適切に行うことがで

きる 

9．実習施設の規則等

について理解し、社

会福祉士の倫理に基

づいた実践及びジレ

ンマの解決を適切に

行うことができる 

・④の事前学習と共通 ①法人の就業規則（服務規

程、個人情報保護規定等）を

読み、説明を受ける 

②秘密保持のための取り組

み（文書、メール等の取扱い

方）について説明を受ける 

①実習指導者のタイムスタデ

ィを行い、倫理綱領に基づい

た行動を抽出し、記録する 

②法人の就業規則を読んだ上

で、職員の立ち振る舞い等を

観察し、実習指導者に報告す

る 

①施設でのジレンマ事例につい

て、倫理綱領に基づいた行動を

観察し、実習指導者と意見交換

をする 

②実習中に作成した文書や課題、

資料等を必要な物と不要な物に

分け、不要な物はシュレッダー

で破棄する 

①実習中に感じたジレンマ

を抽出し、どこにジレンマ

が生じているのか、どのよ

うに感じているのか等を実

習指導者に説明する 

②倫理綱領に基づいた行動

を観察し、実習指導者と一

緒にジレンマの解決策につ

いて意見交換をする 

・タイムスタディの留

意点を事前に確認す

る 

・就業規則の内容と実

践内容が結びつくよ

う指導する 

(18)実習施設・機関等の規

則等について説明するこ

とができる 

・法人就業規則 

・社会福祉士の倫理綱

領・行動規範 



⑩ 

 

ソーシャルワーク実践に求め

られる以下の技術の実践的理

解 

 

・アウトリーチ 

・ネットワーキング 

・コーディネーション 

・ネゴシエーション 

・ファシリテーション 

・プレゼンテーション 

・ソーシャルアクション 

(19)以下の技術について目

的、方法、留意点につい

て説明することができる 

 

・アウトリーチ 

・ネットワーキング 

・コーディネーション 

・ネゴシエーション 

・ファシリテーション 

・プレゼンテーション 

・ソーシャルアクション 

10．ソーシャルワーク

実践に求められる技

術について、目的、方

法、留意点を説明す

ることができる 

・用語の意味、目的、機能、

方法について調べる 

①法人立ち上げの背景から立ち上げに至る活動等について実

習指導者より説明を受ける 

②障害福祉分野におけるニーズを阻害する制度や現状を整理

する 

①過去の事例や現制度から求められる社会変革や法人の取り組

みについて整理し、実習記録に記す 

②実習のまとめとして、実習指導者や職員に対して「法人の新た

な取り組みの提案について」できる範囲でプレゼンテーション

を行う 

・法人ホームページの

閲覧 

※障害福祉サービス事業所の基本実習プログラムは、公益社団法人日本社会福祉士会（2022）『社会福祉士実習指導者テキスト』中央法規の p.236-246に詳しく記載されています。 

※本学部では、 

・4年次に「ソーシャルワーク実習 A」として 24日間（1日 7.5時間換算の場合、180時間）、「ソーシャルワーク実習 B」として 8日間（1日 7.5時間換算の場合、60時間）の実習を配属します。 

・実習 Aでは「ソーシャルワーク実習教育に含むべき事項（国通知）」の①～⑩の項目を網羅的に、実習 Bでは実習 Aでの学びから見えてきた自身の課題を踏まえ、①～⑩の中でさらに学びを深めたい項目を中心に取り組みます。実習

A・Bの 2カ所の実習を通して、包括的支援が実践できるソーシャルワーカーの育成を目指しています。 

 


